
第 2 事 故

l. 財 政

本町は合併により,現在では経常収支率は大幅に好転している。

財政規模が急激に拡大した合併当時においては.合併条件の整備,新町建設計画の促進,福祉

施設の改善など多くの要望が挙げられた。しかし,新町としてはあくまで健全財政の建前をとり.

新規事業は勉めて国や県の補助金を確得し,年次計画のもとに効率的な財政運営を行なってきた。

河川・砂防・道路などについては,大量に公共事業を導入して,町民所得の向上を図ると共に,

生活環境施設の改善についても積極的に行なってきた。

(1)決算状況の概要

a 収 入

現在では地方交付税に対する依存度が極めて高い。合併当時は合併による特例を受けて濁

度に交付されていたにもかかおらず,税と交付税の割合は国が規定している基準にほほ近い

線を保ち町税収入が上れまねっていた。しかし,本町の場合は特別な税源がないため最近で

は交付税が急激に伸びて.昭和4 2年度の決算では,税の占めろ割合をはるかにこえて.歳

入総額の5ロ%に遷した。

特定財源の年度別決算については建設事業費.他会計繰出金等の投資的経費に対応した収

支が行なおれている。特に.町有林会計からの繰入金は事業量に見合うよう配慮されている。

このように合併後における町財政は全く健全に運営きれてきた。

b 支 出

人件費の占める割合についてみると年々減少しているが,経常的な経費書即ち人件費・物

件費.その他維持補修費・公債費等については,.物種の上昇に伴い-定の伸び率による増加

が見られる。投資的経費は,その年慶の事業量によって異なる。特に昭和5 7 58年度には

庁舎建築及びその関連事業が行なわれ.昭和4 〇年度から農業構造改善,林業構造改善事業

をはじめ久万小学校本館新築工事等による事業費が加おっているため,これらの年に投資的

経費か大幅にふえている。

収支額についても庁舎の建築か行なわれた昭和5 7る8年度に若干の赤字が見られる。し

かし鯵その他の年度においては相当の黒字決算を見るととができた。

-般会計決算状況は篤1表の通りである。
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篤1表 一般会計決算状況

区分 費 目 
昭和 54 

55 56 57 58 59 40 41 42 
45 (予算) 

収 入 

町 税 29726 50,088 52.791 54,584 59522 41,727 44.792 48,229 54,411 50.721 

地 方 交 付 説 等 25.864 2`,766 52,218 40,`77 51,605 64,る1口 67548 76,口60 90,148 92,1る4 

分担金.負担金.寄附金 2.795 5,295 5,165 7125 6,884 4,572 る.814 20,555 1る,879 12.122 

使 用 料,手 数料 2.196 2.657 5.190 5.875 4,656 る,000 `,550 る,る14 6,690 5,984 

国 県. 補 助 金 6,159 117296 10,955 17011 24,447 16,5口0 42.475 69940 67206 54,815 

財 産 収 入 225 550 719 ’496 1,540 1,る6る る,775 27176 10,728 50.117 

繰 入
金 ) I 

4,660 15,255 2る.口00 82.500 55,525 20,024 28,000 19152 21,000 41,6口口 

繰 越 金 5,515 5,725 8,787 る77 0 0 20.524 17819 24,794 54,0○○ 

地 方 債 10,200 9500 5.480 8.800 14タ900 8,0○○ 14,4ロロ 

諸 収 入 る,417 957 5.てる7 1,611 2.856 10,925 1,207 2.527 5.577 1,220 

計 78,555 104,525 121,992 198,254 196,5る5 170,721 250,281 る02.652 5ロ5,4うう 557115 

支 出 

人 件 費 24,874 21,974 27019 5る.925 41,822 46,055 58,147 61,1ロ5 67ロ81 77762 

物 件 費 21,6口8 51,6○○ 50,482 58,188 27882 27671 53,5る0 57545 る8,755 5`,552 

維 持,補 鬱 費 2,191 る.005 2.498 う、872 7152 5,ロ84 4,24る 10,2口6 12.612 10,56る 

補 助 費 等 7571 10,651 998る 1う,117 2る.6ロ9 12.926 1る.881 20,445 21,886 17182 

公 債 費 1,4`1 1,451 1,515 2,404 4,8ロ5 6,775 5,791 5.724 る,168 7087 

出 資金.積立金等 265 55 556 258 409 56 1,544 - 544 2る9. 

繰 出 金 5.787 4,554 12,口75 12.991 10,644 11,182 11,146 11,840 12.7口4 てる,087 

建 設 事 業 費 5,252 14,525 52.485 92,878 75,702 51,9てる 80タ244 127959 
(7747) 92,90る 

150,026 

災害復 旧 事 業費 6,.凸45 7.92る 5,口04 4,444 `,564 8,754 4,106 る,254 8,528 

計 72さる2 95,758 121,615 204,075 196,589 150,597 212.462 277き58 
(7747) 2`0.76て 予備費1,8る5 うう711る 

収 支 額 5,72る 8,787 577 △5,821 △54 20,524 178’19 24,794 54,925 0 
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萬2表 特別会計決算状況
(単位 千円)

年度 区分 

54 55 56 る7 58 59 40 41 42 

町 才人 12,958 154,050 181,642 9ら.087 81,466 59920 45,772 45.646 572○○ 

有 才出 11,568 27408 180.905 95,745 79567 うもう89 44,296 5`,265 55β54 

林 繰越 1,る90 6,622 759 る42 2.099 5,551 1,476 9585 5.5る6 

国 保 

才人 17口26 20,561 28,うう5 51,508 うら,07る 41,5ロ8 595る5 67128 75,894 

才出 1る,759 19540 2る.827 24,812 50,024 58,055 52.455 る5.てる9 71,212 

繰越 267 1,021 4,5ロ8 る,696 る,口49 5.455 る,910 る.959 4β82 

上 才人 1,450 4.752 7105 27292 5口、527 9る05 9718 てる,5る2 20β49 

水 才出 981 4704 `,757 26,425 51,512 7161 7428 11,768 18,525 

道 繰越 469 28 566 8る7 △985 2.144 2.29口 1,794 2.126 

農 業 共 

才人 5,576 5,521 5,てる6 4,156 12.519 7952 12.888 9749 11,651 

才出 5,280 5声21 5,105 4タ515 12,465 7609 12,246 8,487 9502 

済 繰越 96 0 65 159 54 54る 642 1,262 2,529 

. 療 所 

才人 11,928 15,る77 てる,998 19768 14,946 

才“出 (町立病 院会計) てる.295 18,867 21,557 2る.5てる 20,4る6 

繰越 △1,5`5 △5490 559 △5.545 490 

町 立 病 院 

才人 55,121 59500 57284 52,049 4うβ62 52.822 65.651 `2.752 

才出 5る.055 59499 57270 52,048 48夕68 54β19 6る,757 64.999 

繰越 2,066 1 14 1 △る.106 △1,997 106 △2.247 

重量萱量∃



2.議会及 び選挙

(1)議 会

昭和うう年1 2月5日旧町村議会に於いて合併決議を行ない登る4年5月5 1日新久万町が発

足した。新町設置後初めて行なおれた議会議員の選挙は.合併協定書の1項目により,選挙区と

議員の定数を設け,久万(横谷地区を含む)地区てる議席.用瀬地区8議席.父二峰地区5議席

の26議席により新町としての一本化を期した。

○昭和る7年7月久万町議会議員の選挙区及び議員の定数に関する条例の-部を改正

第1選挙区(大字久万.上野尻,下野尻.菅生区域) 9議席

篇2選挙区(大字東明神.西明神.入野区域) 4議席

罵る選挙区(大字庭瀬,上畑野川.下畑野川区域) 8議席

第4選挙区(大字二名,父野川.霧降区域) 5議席

○さらに昭和る7年1 2月久万町議会議員の選挙区を一部改正

第1選挙区(入野の内字了ラマの区域)

第2選挙区(入野の内字アラマを除ぐ区域)

○昭和4 1年5月,人口過疎化に伴ない久万町議会議員の定数を減少する条例制定

第1選挙区 8議席

第2選挙区 4議席

篤5選挙区 る議席

篤4選挙区 4議席

a 議 員 名 簿

大 野 信 之

片 岡 充 雄

安 部 一 義

小 倉 玄三郎

小 椋 節三郎

古 田 実

車 田 千 鶴

高 岡 信 栄

二 富 貴 雄

第・ 1 期

秋 本 宮 栄

日 野 続

北 岡 敬一蔵

菅 万 夫

高 岡 晋 作

河 野 修

小 倉 清 澄

日 野 惣 吉

大 野 輝 光
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自Sる4. 4.る0

至S58. 4.29

井 口 利太郎

神 野 寅 雄

長 田 続

加 藤 学

石 丸 亨

大 野 直 長

竹 井 薫

篠 崎 睦 美



高 岡 信 楽

神 野 寅 雄

八 木 修一郎

二 宮 岸 雄

金 子 佐々雄

日 野 雷

神 恵 那芳臣

西 森 勧

正 岡 個 別

石 丸 亨

高 岡 信 楽

浮 田 清 恵

上 岡 義 幸

小 椋 節三郎

日 野 秀 雄

正 岡 豊

正 岡 侶 則

加 藤 学

b 議 長,副議長歴

第 2 期

小 倉 清 澄

西 岡 忠 義

中 田 重 雄

直

義

忠

義

作

窮

地

本

圃

岡

岡

大

恩

山

正

上

石

長

富

農

幸

衛

第 5 期

二 宮 岸 雄

恩 地 義 一

沼 田 健 男

曾 我 定 之

大 野 直 長

日 野 哲

父 田 清

篠 浦 弘 明

上 沖 健 市

自S58. 4.58

至S42. 4.29

関 井 義 弘

日 野 常 行

大 野 輝 光

尾 花. 進

石 丸 亨

小 椋 節三郎

光 田 繁 光

河 野 修

自S42. 4.5ロ

至S 現在に至る

秋 本 清 繁

西 森 勧(S42.11.14辞職)

西 岡 忠 義

河 野 修

議 長 副 議 長 期 間 

篠 崎 隆 美 竹 井 薫 自S 54. 5.14 

至S 55. 4.′19 

小 椋 節三郎 安 部 一 義 
自Sる5. 4.19 

至S 5 6. 4. 2 

中 田 千 鶴 高 岡 晋 作 
自S う ら. 4. 2 

至S 5 7 4. 5 

大 野 信 之 菅 万 夫 
自S 57 4. 5 

至S る 8. 4.2 9 

河 野 修 神 野 寅 雄 
自S 5 8. 5. 8 

至S 4 0. 4.12 

河 野 修 恩 地 義 - 自S 4 0. 4.12 

至S 41. 4.・8 

大 野 直 長 八 木 修一郎 自S41. 4. 8 

至S4 2. 4.2 9 

河 野 修 石 丸 亨 
自S42. 5.11 

至 
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c 会議の 開催状況

年 度 

開催 回数 会期 延日数 

審 議 案 件 
合 計 

条 例 
予算 決算 選挙 選任 事件 議案 

る4 6 1口 47 19 15 51 152 

55 11 12 25 5ロ 11 57 125 

うら て る 15 20 52 8 る口 120 

57 16 19 25 41 12 る7 145 

58 12 十7 る5 54 12 52 155 

59 8 15 25 41 7 48 121 

40 8 1口 16 42 10 59 107 

41 10 て る 25 57 8 28 9’6 

42 9 14 15 5る 12 46 106 

45年 9月末現在 

6 12 21 :5、0 ∴う 15 71 

d 請願.陳情処理状況

年 度 

受理 件数 

議 決 状 況 

採 択 不採択 そ の他 

る4 る4 51 5 0 

る5 27 25 1 1 

うら 50 24 4 2 

る7 55 55 0 0 

る8 40 50 7 る 

る9 22 20 2 口 

40 29 25 5 1 

41 27 21 5 1 

42 42 る2 8 2 

45年 9月末現在 

17 15 1 1 
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e 特殊な議決事項

S る 6.  1. て

る.1 8

5.2 8

5.2 5

7 2 5

8.2 1

1 0. 1 0

S 5 7 2. 1 9

ま 2

5.2 8

6. 1

7 ∴∴∴6

1 2.て る

0

S 5 8. 5. 7

5.2 5

S 5 9 2.2 8

S 4 1. 6.2 0

1 2. 1 9

大字七鳥を廃止し大字菅生に変更

営林署貯木場敷地購入

国有林野の買受
上畑野用字遅越
庭瀬タル向

新町建設計画の調整

久万町役場庁舎建設

町役場新築場所御決定について嘆願書

国有林野の買受けについて 下畑野川中村山

貯木場敷地と土地交換

下畑野川中村山 下畑野川新開山

久万町広域簡易水道設置

久万町の役場位置を変更する条例制定(当時県議井部栄治氏裁定)

役場敷地購入

役場新築工事請負契約締結

久万町議会議員の選挙区及び議員の定数に関する条例の-部を改正

総合庁舎敷地購入

久万町議会議員の選挙区一部改正

松山地方法務局久万出張所庁舎建築

農業共済事業町移譲

久万町助役定数増加条例の廃止について

交通安全宣言決議

愛媛県久万町会建築用地の寄付

久万町議会議員の定数を減少する条例制定

f 監査委員歴

氏 名 期 間 氏 名 期 間 

安・部 一 義 自S 54. 5.2 る 
小 倉 留 次 

自 S 57 5.2 8 

至S る5. 4.19 至S 4 乞 4.5 0 

宮 西 石 男 
自 S 54. 5.2 6 

父 田 清 
自S 4 2. 5.11 

至S 57 5.2 8 至S 

高∴ 岡 信 栄 
自S る 5. 4.19 

伊 達 秀 
自S 4 2. 5.11 

至S 4 2. 5.11 至S 
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( a∴選 挙

a 石橋者の状況

男 女 計 

4.ロ 4 5 4.4 5口 8,4 7 5 

5、9 01 4,る 7 5 8,2 7 4 

5.7 5 2 4.う う 7 8.0 6 9 

5.7 21 4,52 7 8○○ 4 8 

5.9 口 5 4.う ら 9 8,2 7 2 

5,7 2 5 4.仁、9 5 7 916 

る.6 9 4 4,十88 ユ8 8 2 

5,5 21 4,ロ瑠8 ∴了 5 2 9 

5.6 2 5 4,1甘7 アブ-7-2 

5.5 8 口 4,0 92 7 6 52 

年 度

る4

55

56

57

58

59

40

41

42

45

b 町選挙の概要

(そ の 1)

選挙の種類 執 行 年 月 日 立候補者の数 

投 票 率 

男 女 計 

町 長 選 挙 昭和54牢4月5〇日 2 95.95% 95.04場 95.47% 

〃 〃 

昭和る8年4月5〇日 2 96.95 94.76 95.77 

昭和42年4月28日 1 無 投票 

(そ の 2)

選挙の種類 

l 

l 執行年月日 

議員の定数 立候補者の数 

投 票 率 

男 女 計 

町議会議員選挙 昭和る4年4月5〇日 26 44 95.95% 95.08場 95.5口場 

〃 昭和58年4月る〇日 26 55 96.9る 94.76 95.78 

〃 昭和42年4月28日 22 27 95.55 9`.10 
95・84l 

(そ の う)

選 挙 の 種 類 執 行 年 月 日 投 票 率 

昭和5 4年5月19日 

無 投 票 昭和5 7年5月1〇日 

昭和4 〇年4月28日 7907場 

昭和4 5年4月2 5日 無 投 票 
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c その他選挙概要

選挙の種類 執 行 年 月 日 

投 票 率 

男 女 

計 791ロ場 

愛媛県知事選挙 II 〃 県議会議員選挙 

昭和54年1月28日 85.59% 75.15場 

昭和58年 1月26日 82.89 7○○15 76.04 

昭和42年11月2る日 照知る4年4月2う日 85.ロ9 92.25 81.85 86.94 83.57 8948 

〃 昭和58年 4月17日 91.06 85.74 88.20 

〃 衆議院議員選挙 昭和42年44月15日 昭和55年11月2〇日 8774 80.ロ4 85.48 6962 86.54 74.55 

〃 昭和58年11月21日 8る.54 7う.55 78.09 

〃 参議院議員通常選挙 昭和42年1月29日 昭和54月6月2日 82.1ロ 6995 76.48 5う.95 7911 61.59 

〃 昭和57年 7月 1日 8う.97 74.95 7914 

〃 昭和40年 7月 4日 8♀05 85.18 86.9口 

〃 昭和45年 7月77日 81.21 7ろ.75 7720 

5.町 有 林

(1)久万町有林

a 面 積

町有林の管理面積は,明治初年土地叢話法制定当時公有地並びに官有地として登録された

ものに始まり.その後縁故者(部落その他)に払下げ等をし.現在土地台帳に登載されてあ

るものは次表の通りである。
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第5表 町村合併前の面積異動状況(土地登記法制定当時より合併前まで)

地 区 総 面積 
明治年間 払下げ 正年間 ム下げ 昭和年間 払下げ 

残 備 考 

明 神 6,56 1,81夜 22坂 5.70 621反 面積は土地台帳による 

菅 生 2.827 

45 55 2.452 12 

7 545 

(昭和42年謁) (註)残両横5.9る8反の中には. 

久 万 1,055 476 559 

野 尻 198 72 126 

上畑野川 2.406 1,250 1,111 尊実払下げされていて名儀変 

下畑野川 1.562 45 269 1,ロ48 0 更をしていないものも含まれ 

宙 瀬 10,40る るる07 172 5.826 2798 ているo 

父二蜂 計 1.668 2ム262 751 6,298 
8 る.115 

519 0,885 41口 5,968 

昭和5 4年5月町村合併後は国有林の払下げ.隣接地の購入並びに境界線の整備を兼ねて

実測を行ない面積の確定をした結果は次の表の通りである。

篇4表 久万国有地直営林異動状況(実測面積による)

年度 事 由 川瀬地区 久万地区 父二峰地区 横谷地区 計 

54 合併当時 

278.05ha る744 

280.40ha 0.4十 797 

155.51ぬ ら.る1 15962 

ha 711.58ぬ 

る5 横谷部落持込金にて購入 1.22 712.る0 

56 ○ 持込山登記 

8.00 922 

720.る0 

〃 町有林隣接地購入 721.01 

〃 遅越山国有林払下地 758A5 

〃 中村山 の る父44 79789 

40 実測による異動 

△15.6う う5928 

801.95 

〃 官行造林遠地 765 809.る0 

42 計 

〃 

-22.る5 る1876 85994 82d.88 
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b 桶 伐 状 況

① 伐 採

本町は.合併以来条件整備その他公共施設の拡充,住民福祉厚生施策等のため町有林の

計画的伐採を行ない次表の通りの収入を得た。

篤5表 町有林伐採状況

年種別 
町 有 林 官 行 造 林 計 

度\ 材 穣 金 額 材 積 金 額 材 積 金 額 

昭和 る4 
1,0うずが 714甲 

112m3 1,774 

2Z甲 575 

1,147m3 葎7甲 

55 2.679 24,819 2.679 24,819 

56 てる.581 1る4,555 てる,581 てる5.110 

57 10.291 78,567 10夕95 12.065 89560 

58 5.144 47ロ82 5.2る0 12.722 6,る74 5?804 

59 2.475 25.958 
( 

軸霞延納分) 6,579 

2,475 る2.517 

40 5.175 56,249 14 2る 3,187 うら,275 

41 1,055 てる,09る 7572 20,568 8,`27 56,461 

42 1,241 24,5口8 1,241 24,508 

② 植 栽

合併当初は各町村共各種施策の整備を行なうため伐採を行なったため裸地約1 0口町歩

があった。そこで.極力植栽につとめ,さらにその後の伐採地はすべて植栽を行ない,現

在は裸地は全くない。合併以後の造林状況は次の表の通りである。

なお.昭和4 5年2月現在の各地区別の造林地樹種別.令級別.面積は次の通りである。

縁る表 造 林 面 積 

年 度 

画

稿 本数 

内 訳 

杉 檜 松 落葉松 

54 995押454,5ロ 56.抽155.叩杏 る2.端281.5硫 
工la

本 7る2うら,6○○ 

ha本 1.0凸5,50ロ 

55 44.951797ロ0 18.90 75β○○ 2`.05104.1○○ 

56 55.94 2797口口 21.5010750口 2712 てる5.6○○ 

57 90.50 528.960 50.86175,540 5780 54る.020 

口.855pOO 1.008,000 

58 18.54 91,700 10.64 5る.20ロ 770 58,5口ロ 

59 5950 257ロ00 21.00124,○○0 1750105.0口0 

40 20.50128.る00 980 58,9○○ 720 45,〇〇〇 う.50 26,4口0 

41 707 46,60口 1.る0 78○○ ろ.70 22,200 2.07 16,600 

42 54.22 2てる,52口 15.70 94,20口 14.52 87120 4.00 る2.○○0 
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箱7表 造林地樹種別現況(S4る.2現在)

“塁 
す ぎ ひ の き あ か ま つ から まつ 計 

面積 本数 面積 本数 面積 本 数 面積 本数 面積 本 数 

川瀬地区 15278 5†き771 15758 6101脇 1792 5959` 797 22009 55805 1205560 

久 万 17248 725496 12211 451696 174` 92626 

797 4 2201る 

51205 1267822 

父二峰 9る15 291117 6454 202る22 154 16059 15901 509678 

計 41859 1528584 54585 1264402 
15692 

168261 80711 298る0`0 

第8表 造林地合級別現況

令 川 瀬地区 久万地区 父二峰地区 計 

級 両種 本 数 面積 本 数 面積 本数 面積 本 数 

1 (1-5) 

10.46 669920 5982 うう5,1○○ 16.2る 99825 86.51 504,845 

2 (6-10) 

15706 790,40ロ 76.90 445.口口0 4740 245.9○○ 281.56 1,4795○○ 

5 (1ひ-15) 

5762 150,719 8る.45 274,8○○ 28.68 88,50ロ 十4父75 514,019 

4 (16-2ロ) 

41.20 116登4○○ 40.56 152.6○○ 

1755 6.95 57〇〇〇 7487 

’’9、曾うう 286,○○ロ 

5 (21-25) 

4.55 12,097 4.89 15.1る6 924 27255 

6 (2d-50) 

10.29 18,422 755 14,る66 24.77 音48,255 

7 (51-55) 

る.95 5.570 

0.51 50.11 
845 40,490 2う.54 4.27 20.905 5.244 

2798 25.118 

8 (うら-40) 

`.22 5.968 6.22 5.9・d8 

9 (41ノー45) 

0.20 52 0.20 る2 

1ロ (46-5口) 

る.る0 5.052 5768 4る,786 

11 (51-55) 12 (56-60) イヨス貸付地 

2760 502.25 

25,680 

848 512.ロ5 

9485 

14.59 15901 I 

8,859 

50.47 0.61 918 

44,○○4 95 

除地ザツ 計 
i54.`2’ 918 826.88 95口0 2.985,06ロ 

⑥ 蓄 積

昭和4 5年現在に於げろ町有林材積は次表の通りである。 6令級以上は立木の毎木調査

をした集計である。今後毎年約20 00立方米(約5 〇万木)程度を伐採すれはる1口年,

1 5年後には利用伐期令に蓮する若令級林が20 0町歩以上あるので,これを利用するこ

とによって将来の見通しは明るい。
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主再 9表蓄積表 (昭和43年 2月現在)

五tT函Eア 現 在 現 在 昭和

5-一本 数 43--47年 48-52年
種 面 積 1寸1h 級 材 積

トー一ー-一 一一ーーー一ー一

86.5平 1年 504，845本

す
1-5) 

きr
、

2 1，479，300 
ひ

281.36 
( 6-10) 一

。〉

き
5 514，019 、

149.75 
ま (11-15) 一
てコ

ヲ9.11 
4 286，000 

( 16-20) 

9.24 5 27.233 
(21-25) (135m) 14，500m' 

-ーー - ーーー ーー司圃・ー世 間ーー ー』 ・・ー ー・ F・ ・

24.7 7 6 40，255 
( 26-30) 4，255 45，000m' 

2Z98 7 25，11 8 ~ 11，00 Om' 
64.4 0 Om'l ( 31-35) 6，294 

6.22 
8 5，968 21，OOOnピ

( 36-40) 1，4 78 
ーーーー-ーーーーーー・R

0.2 0 
9 31，000m・

(41-45) 

3Z68 1 0 46.7 86 
『

(46-50) 8，076 

l 

1 1 44，004 
。

50.4 7 
(51-55) 10，891 

ー-ーーーーー-ーーー 四司--ーーーーーー圃ーー -・ーー・ ・・ ー・ m ・・ー.-・ーJ

77 3.29 2，983，060 
I . 31，129171' 
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c 町有林会計収支状況

町村合併以来の収支決算は次表の通りである。

収入は伐採収入が主て・あって，一部は造林補助金.造林資金の借り入れによって賄ってい

る。

支出は造林地の幼令林が多いため，下メIJり.撫育除伐等の支出が多く，特K38年度の豪

雪当時は雪害復旧に多額IT)経費を必要とした。

諸支出会は主として一般会計への繰出金であるが.その外.表に示すよろに農林道開設の

ため，町有林地元負担金として年々支出した額が含まれて~ ，~。

第 10表 町有林収支決算状況

1. J校入 の 都

¥科¥目¥年度こ
昭和34 35 36 37 38 る9 40 

財産収入 8，465 24，853 166，7 2 6 89，503 69，505 32，517 36，275 

寄附金

県支出金 321 142 75 377 12 

繰越金 1，438 1，391 6，622 739 341 2.099 3.531 

雑 入 555 60 2，071 969 243 604 153 

町 債 2，00[J 1，600 4.800 1 1，00口 4.7 0 0 5，800 

繰入金 500 

計 1 2，958 128.225 11 75.56 11 96，08 613 1，4661 39，920 45，7 71 

(財産収入 36. 3 7年度Kは払下げ国有林の立木売払代を含む)

2. 支 出の都

~ 昭和34 35 36 37 38 39 40 

役場資 1，035 1，471 1，631 1，860 2，562 2，345 3.055 

財 産
4，618 4，372 139，502 8，884 17.406 ヱ453 8，563 

管理費

諸支出金 5，914 15，710 30，080 68，5':'9 58.989 25，750 31，640 

町債 費 49 3.609 162 409 840 1.037 

予備 資

(単位千円)

41 42 

40.350 24，628 

290 43 

1，475 9，382 

430 246 

3.100 2.900 

45，645 37，200 

41 42 

3.233 3.28口

5，071 ヱ58口

26.616 21，352 

1.343 1，422 

計 11， 56712 1，60 2 1174，822179，445179， 366 山8144，29513~，~竺 33.634
( 36年度支出には国有林払下げ代金 130，0 0 0千円を含む)
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第 11表農林道町有林負担金

年 度|地 区 線 名 工事種 負 f旦 金

日符芳日35 東 明 神 m 木林道 改 {~ 5 0千円

1留 モミの木 M 来rr 設 1 82 

父 野 I11 芋坂農道 11 75 

3 6 止目 野 111 中村林道 11 224 

西 明 神 棋の川 N 11 6 9 

東 明 神 皿 木 11 改 修 278 

直 瀬 永子農道 新 設 194 

棋 谷 カゴベラ林道 u 1 8 

3 7 東 明 神 皿 木 1/ 改 {~ 9 2 

直 瀬 永子農道 新 宅R凡X 752 

38 西 明 神 棋の川林道
1/ 87 

久 方 ヒワタ 11 " 2.850 

直 瀬 ι! " 改 4彦 匂 7

11 万t 子 " 新 設 293 

39 • 山 " 改 修 1 3 0 

畑 野 I11 林 越 11 11 124 

直 瀬 万く 子 " 菊1 設 1，43 2 

担 西 山 " ‘' 367 

久 万 ヒ ワ タ 11 
1/ 2. 1 5 7 

40 露 峰 西 内 川 U 改 修 669 

直 瀬 永 子 " 新 設 1.495 

4 1 久 万 ヒワタ " " 565 

畑 野 111 本木 越 " 
11 32 

直 瀬 刀く 子 11 " 1.809 

4 2 畑 野 111 ヨ| 立 " " 124 

計 1 4， 1 5 5 
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以上の通り町有林の管理経営の万全を期するため林地内に宙営林道を開作し↑生産費の

低減・苦杯資材の輸送等をし・多くの成果を挙げている。今後も必要に応じ開作する見込

みである。現在までに開作した林道は次の通りである。

第12衰 町有林直営林道

年 産 町 有 林名 線 名 工 種 延 長 工 費 

昭和55 中 村 山 申 村 山線 新 設 450m 402千円 

56 モミ の木山 モミの木線 〃 50 0 257 

58 露 峰 山 アカハゲ線 〃 5○○ 489 

59 41 計 

〃 〃 〃 80 0 822 

モミの木山 モミの木線 〃 る00 579 

古 台 山 八 軒 線 〃 

5○○ 5.05ロ 5口0 2.849 

また.町有林には次の試験地を設定して.久万地方林業振興上の参考林として-舷林家

の資料に供している。

1 全国有名品種別比較試験 字八幡山

2 県内精英樹成育試験

る 精英樹次代検定試験

4 仝

5 林地施肥試験(ヒノキ)

6 仝 (ス ギ)

7 全 (マ ツ)

8 スギ択伐試験

字タルガダニ山

芋有の木山

芋モミの木山

芋露峰山

〃

〃

u

(a 官行造林

大正9年公有林野宮行造林法が制定されて.奥地公有林の開発が計画された,旧明神村,旧

川瀬村は共に造林契約を締結して造林を完工した。

・昭和5 7年利用伐期令に遷した林地について伐採利用に着手し.その収益によって町財政の

上に貢献し大きな役割を果たしている。

契約当時から現在までの推移は別表の通りである。
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第15豪 富行造林現況

年 度 

契 約 面 積 
分 収 歩 合 

明 神地区 川瀬地区 計 

大正てる 

104.59ha 104.59 

ha 門’10;4.場・鬼ha 国 5分 

〃 15 141.91 141.91 町 5分 

昭和 7 90.○○ 90.○○ 

〃8 計 る0.○○ 261.91 50.○○ うらら.50 

年 度 

伐 採 返 地 面 積 
現 在 面 積 

明神地区 川瀬地区 計 

昭和57 2949ha 

ha 6.71 6.71 

2949ha 

255.20ha 

ヴ∴る8 2987 2987 

〃∴59 1954 1954 

〃41、 計 25.89 て口4.59 52.60 111.50 

官行造林伐採収入状況は第る表町有林伐採状況を参照されたい。

(到 分 収 造 林

a 森林開発公団

官行造林の伐採が進むにつれて.伐採跡地の遠地があり,町直営林地が増加するため,奥

地林の造林を森林開発公団に委託し.森林資源の造成と水資源の確保につとめることとした。

その契約状況は次の通りである。

なおこの造林は久万町森林組合の基本財源とするため,造林者を久万町森林組合として5

者契約し分収歩合を左の通りとしている。

森林公園 4 0%

久万町森林組合 1 0 %

久 万 町 50場
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第14表 分収造林契約状況

契約 年度 

面 積 

造 林 計 画 

S4〇年 41年 午2年 45年 44年 45年 

40 る2.25ha 

10血 10 10脇 1口 12ha 12 

ha ha ha 

41 41.5口 20 10 12 

計 7う.75 2ロ 10 12 

b そ の 他

昭和4 1年緑化推進植樹祭記念造林並びに上高林業科実習林として次の通り分収契約を締

結し.実習林としての成果をあげている。場所町有林字大田千山

第1 5表 その他(上浮穴高校P冒A会長)

契約年度 契約面積 造林年度 l分収歩合 

41 計 

1.11 l 

1.11 
町

2 PTA8 

4. 税 務

昔の税は.征服者が.自分の栄華のために強制したものであったが,今の税は,住民の福祉の

ためでなくてはならない。

それも「税は,高さを憂えず等しからざるを憂う。 」といれれていたように納税者の心理は,

抄々高いのは仕方ないが公平にしろ。 」というように,公平の原則が強調されてきた。

さらに現在の税は,公平で安く しかも強制でなく すゝんで納税し.さらに 納めた税が,

倍加され住民の福祉となって還元されなくてはならない。このように税の基本を考えるようにな

った。けれども それは理想であって.残念ながら説にたすされる者の努力目標にかすぎないの

‾である。

しかし,昭和25年に施行された,現行 地方税法は.申告納税制慶を多くとり入れる等画期

的な税制改革を行ない,さらに.年を追って改正を加え,真に 時代の要求する税制度を確立し

まうとしているo

久万町も例外ではなく, 5割自治といわれる枠の中で税の理想実現に 懸命の努力をしてきた。

町民税の課税方式改正と,各種控除の大幅引上げを行なってきた。また5年の歳月をかけた固定

資産の評価番は,安くて公平な税の実現を 積極的に推進したものの一つである。
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こゝに.合併以来1 0か年,久万町があゆんだ税のあとをふり返り深く反省するとともに,住

民の〃苦の種〃にならない税行政の糧としたいo

(1)町 民 税

a 所得割の課税方式

合併前の課税方式は.旧久万町は篇2課税方式本文(所得税額を課税標準とする方法)を

旧川瀬村と父二峰村は.第2課税方式ただし薔(総所得金額から基礎控除だけした残金に税

率をかけろ方法)を,それぞれ採用していたが, 5 4年合併とともにただし書方式に統一し

たo

この方式は,所得額に応じて町民の大多数が所得割を納めるため.財政の安定と負担分任

の目的が高度に達成できる。そこで.財政力の弱い市町村はこぞってこの方式を採用したの

である。現在の所得金額から基礎控除の他に.扶養控除等(第1 7表参照)各種控除をした

残金に税率をかけろ方法は, 4 〇年地方税法の一部改正により.ただし薔方式が廃止されて

きたものである。この方式は社会情勢の変化に応じ税負担の調整が容易である点.また大衆

課税の弊害を.ある程度抑制できるとして全国に統一施行された。

退職所得が,総所得・山林所得から分離課税となったのは書 4 2年度からである。

県民税の所得割は.町民税と共に町が徴収して県へ払込む方法をとっている。うら年度ま

での算定方法は,県が所得税を基礎として算定した額を町に割り当(課税総額の配賦)て.

町はこれを個人町民税の所得割に按分していた。う7年度から町は.県民税細説義務者の個

々について.本文方式(現在町民税の算定方法)によって県民税を算定するようになった。

従ってきる7年度から4 〇年度までは. 1人の納税者について町民税はただし書.県民税は

本文方式で,それぞれ算定して合算するという,複雑な計算をしなければならなかった。

法人の所得割は,法人税割は.法人税割(法人税額を課税標準としてこれに税率を適用す

る)の方法で.合併以来かわっていない。

b 所得割の税率

合併後は-貫して別表第-のとおり,超過累進(定められた所得金額の段階をこえる毎に

そのこえた部分に対する税率が高くなる。 )の方法で,税法に規定した標準説率(準拠税率)

を適用してきた。旧父二峰村は, 5 1年度まで単純累進(所得金額が多いほど税率が高い)

の方法を採用し, 2万円未満百分の1.21から, 56〇万円以上百分の4.58まで. 526

段階の税率を設けていた。

山林所得に対する税率の適用が. 5分5乗方式(所得金額の5分の1の額に,該当する税
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率をかけ,出た税額を5倍てる。 )になったのはる7年度からで,特別控除の引上げと共に

税の軽減策がとられた。

5 8年度までは.経済成長に対する税負担の調整を,最低税率の適用範囲を拡大すること

にたまっていたが.税率の操作も限界に達し.る9年には扶養控除を所得控除に. 4口年に

は.いわゆる本文方式に移行して仝控除を所得控除とし.以後毎年控除額の引上げ(第1 7

表参照)を行ない.減税に努力したあとかうかがえるのである。その結果,第1 `表および

第2る表に示すとおり,過去1 〇年間に課税所得金額は約4.6倍になったのに対し,町民税

ののびは約2.8倍に止めることができた。

法人税割の税率は, 59年度まで百分の97. 4 〇年度以降は百分の1 0.7である。

県民税の税率は. 5 7年度以降課税所得金額1 5ロ万円以下は百分の2,1 5〇万円をこえ

る金額に対しては百分の4である。

c● 均 等 割

個人の町民税は2 〇 〇円,県民税は1 0 〇円で所得割と合算して徴収する。なお控除対象

配偶者又は扶養親族で均等割の納税義務がある者.およびその者を2人以上有する者は,町

民税の均等割は1 0口円に軽減される。この方法も金額ともに合併後変更されることなく続

けられている。

法人は41年度まで1,2〇〇円であったが. 42牢慶からは.資本金に応じ2.4〇〇円又

は4.0〇〇円となった。
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別表第一

第1 6表 町民税の税率等

1 個人の所得割

(1)税 率

衰護年度 
4 5 年度 

る4毎蔓 る尋議 

57年度 

5鮮麗 4義 旧久万町 
旧川瀬村 父二蜂 

5万的金額 2.8% 2.0% 

% 2 

% 2 

場 2 

5万円をこえろ金顧 5万円以市金額 

う.1 4.5 2.2 ま0 5万円をこえる金額 

5 4 5 6 7 8 

8万円∴∴0 1〇万刊汀や)金額 

4.4 5.0 5.9 う.1 う.5 4.1 

1〇万円をこえる金額 15万刊獅金額 

5 4 5 6 7 8 

15万円をこえる金額 2〇万円
〃 

5 4 5 6 7 8 

・5〇万円〃 4ロブ荊〃 5〇万円〃 7〇万円〃 8〇万円〃 6.る 77 79 
4.4 5.4 5.5 

10口万円 〃 
9口 6二5 

12〇万円 の 
95 6.5 

15〇万円 α 
10.ロ 72 

20〇万円〃 250万円〃 

74 

4口〇万円 〃 9 9 9 

600万円 〃 
1口 10 1ロ 

1,〇〇〇万円 の 
11 

2 個人の均等割税率

55年度-45年度・・・・200円

5 棲人の法人税割税率

54年度一59年度まで・・’… 97%

4 〇年度-4る年度・、・… 1 0.7%

4 法人の均等割税率

(a 課税標準総額及び平均税率

年慶l課税標準額 平均撹率 

55 54 

久万 52.261千円 4場砺 

川瀬 52.151 ’芝:8 

父蜂 25.495 う.1 

てる8,942 2.9 

55 196,851 う.1 

56 2る2.196 2.9 

る7 557215 う.1 

58 402,259 2.7 

る9 466,695 2.8 

4●0 

(この年より所得金額) 
う.1 

る67477 

41 684,95る る.5 

42 754,る47 う.0 

45 
77卵生Z う.6 

参 考

県 民 税 の 説 率

1 所 得 割

る6年度までは,町民税所得割額の

1 6.97%(所得割配賦額)

5 7年度-4る年度は課税標準額15口

万円以下2場. 1 50万をこえる額4%

2 均 等 割

る5年度-45年度1Uロ円

54年度-41年度まで…‥ 1,20口円

42年度-4る年度・・・資本金又は出資金が1千万円をこえる法人 4,00〇円

上記以外の法人 2.400円
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別表第2

第17表 町民税の各種控除額

控除霞目年度 る露慶 57年度 58年度 59年度 4〇年度 41年度 42年度 45年度 

所 得 控 除 

基 礎 控除 
円 円 円 円 円 円 円 円 

90,〇〇〇 90,0○○ 90.00口 90,○○0 90.○○0 1口0,〇〇〇 100.00口 110,〇〇〇 

扶 養 養〃 
2人目から 50.〇〇〇 2人目から 50,○○0 

40.000 40,〇〇〇 50,口口口 

配 偶 者〃 
又ま1人目 40,口0ロ 又は1人目 70,○○口 

80,口0ロ 80,〇〇〇 90.0ロ0 

青色専従者〃 80,○○口 100,0○○ 120,〇〇〇 170,口00 

白色専従者〃 50,0ロ0 60,口○○ 80.○○0 110,00口 

障・老・寡・勤γ 60.0ロ0 

生命保険料〃 
まで まで まで まで 

22,5○○ 22.500 22.500 25,〇〇〇 

社会保険料〃 l 全 額 全 額 全 額 全 額 

医 療 費〃 
まで まで まで まで 

150,〇〇〇 150,〇〇〇 150,〇〇〇 150,○○口 

雑 損〃 全額 全 額 全 額 全 額 

税 額 控 除 

扶 養 控除 2口 20胃 20胃 
円 円 円 円 円 

青色専従者u 5○○ 8○○ 1,る○○ 

白色専従者〃 る○○ 5○○ 1,〇〇〇 

障・老・寡・勤〃 5○○ 1,0ロ口 1,〇〇〇 1,口0ロ 1,ロ00 1,ロ○○ 

配 当〃 樹.緋手荒誓える齢諸 

注1 障・老・寡・勤控除とは,障害者・老年者・寡婦・勤労学生控除の略称

2 所得控除とは所得金額から差引く金額

る 税額控除とは,所得控除をした残りの金額(.課税所得金額)に税率をかけ,貸出された税

金から差引く金額
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第1図 所得と町民税
① 所得金額(所得割納税者だけの所得)
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(a 固定資産税

固定資産税の変動は.土地・家屋の賃借料など一般大衆におよはす影響が.特に大きいため

税額の調整にあらゆる措置がとられた。すなわち.税率及び農地の課税標準額据置,免税点の

引上げ( 54年と4 1年).さらに.次項で述べる評価番等により.減税と時代の要求に応じ

別表罵る

篇18表 固定瞥産評価額(課税標準額)等の推移

三 度\ 

土 地(58年暖までは賃貸価格の倍率) 

田 畑 宅 地 山 林・ 原 野 

5る 54 る5 

旧久万町 1.96〇倍 
2,480倍 1.92〇倍 4,6○○〇倍 

旧川瀬村 一二.0○○倍 旧父二峰村 2.5〇〇倍 

5.6○○ 2.0口0 字別難度講富謂 
5.250 2.4,○○ 5.2ロ●口倍 

横 谷 
2.600 2,仁00 

山林 5.80口 

2.20〇倍 原野 5,1:○○ 

56 57 58 

全町統- 

5,〇〇〇倍 2.10口倍 

字又は地番別評価 最高反当2.7〇〇円 

2.0ロ0倍 

最低反当1,000円 まで10段階に区分 

39 40 41 42 45 

法令により農地の新評価額は. 評価蕾による新評価額は,宅地坪当り最高 
● 

58年度評価額の1.2倍とし,課 12.01〇円.最低194円,山林原野反当最 

税標準額は58年度評価額をその 高15,12〇円.最低5.15〇円となったが. 

まゝ適用 評価額田反当最高86,400円 

法令により課税標準額は,59年度は58年度 

評価額の1.2倍..40年産以降は新評価額に達 

するまで.順次前年度課税標準額に平均1.2を 
〃 〃∴〃 最低25,〇〇〇円 乗じ.当該年度の額を決定する。 

〃 畑 〃 最高72,○○0円 

〃∴〃 〃 最低てる,ロ00円 

注1昭和る5年度が基準年度であったため.合併後もうら年度まで土地の評価額
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た適正な課税に努力してきた。

その結果.合併以来1 〇年間に.他の税が, 2倍から5倍になったのに比べ,固定資産税は,

れすか45%ののびに止めるととができた。 (篤1 8表および第25表参照のこと。 )

家 屋 償却資産 

免 税 点 

税 率 

土 地 家 屋 償 却 資産 

在来家屋は旧 町村評価額を そのまゝ適用 新築家屋は在 来家屋に比準 

賦 課 期 日 ( 毎 年 月 日 ヽ_ノ に お け る 資 産 の 価 額 I 

円 円 円 場 
10,〇〇〇 10,○○0 1○○.〇〇〇 1.4 

20,〇〇〇 50,0○○ 150,〇〇〇 〃 

〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 〃 

在来家屋は従 前通り 新築家屋は新 評価による額 

〃 〃 〃 〃 

け 〃 〃 〃 

80.〇〇〇 50,○○0 5○○,○○0 〃 

全家屋を新評 価による額に 1霧島綱 

〃 l 

〃 〃 〃 

⊥〃 
〃 〃 〃 

統一がてきなかった。
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(㊦ 固定資産の評価替

固定資産税は.昭和2 5年の税制改正により,地租,家屋税等を統-して穀けられた税であ

る。その課税標準額は.土地・家屋にあっては,基準年度(昭和55年率から起算して, 5の

倍数を経過したごとの年度)の適正な時価。償却資産にあっては.毎年1月1日現在の適正な

時価である。各資産(土地・家屋・償却資産)の価額の基準は.自治大臣が示し.市町村は.

その指示価額に準じて,評価額を決定することになっている。しかし,この制度が,充分守ら

れなかったため.市町村間および資産間に不均衡が生じてきた。

昭和る5年度の調査(自治省)によると,全国平均で.実際の売買価額に対する評価額の割

合は.宅地で1 79信農地と山林25場.家屋は80%と推定され,償却資産だけが,ほゞ適

正な評価額であった。

政府は,このような矛盾を根本的に改める方針で.昭和5 4年5月.固定資産評価制度調査

会に対し新しい評価制慶のあり方について諮問した。同調査会は. 2年にわたる調査検討の結

果,うら年5月,大要次のような答申を行なった。

a 固定資産の価額評価は.正常な条件における.取引価額によるべきである。すなおち,土

地にあっては,売買実例価額とし,家屋にあっては,再建築価額にした。償却資産は.取得

価額を基準にそれぞれ評価する。

b 固定資産の評価額は.国椀の相続税・贈与税、および登録説(現在の登録免許税) ・県税

の不動産取得税とも.法的価額として統-すべきである。

c 評価方法は,自治大臣が決め,都・道・府県間・市町村間.さらに資産間の均衡を失なあ

ないようにする。

d 評価蕾によって,税負担が増大しないよう調整し.固定資産説の総額が.現行制度と同額

を維持するよう措置すべきである。

自治省は.以上の答申をほゞ全面的に受入れ.翌57年,地方税法の-部を改正し.新

しい評価制慶による評価蕾の実施を決定したのである。

ます,国と各都道府県にそれぞれ固定資産評価審議会を設置して.新しい評価基準を作成

した。これにより土地・家屋および償却資産の具体的な評価方法.並びに基準を.市町村に指

示し一斉に作業が開始された。

久万町においても.昭和57年度より税務課の中に,固定資産評価室を設置し.専従職員を

配置して. 41年度までの5年間に,土地80,80ロ筆.家屋7500棟,償却資産250件

の評価苦を行なったのである。

評価方法が.従前と実ったのは,土地と家屋である。土地は.大正1 1年から,昭和2年に
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かけて設定された賃貸価格を基準にした評価であったが.これを靡止して点数制により. -筆

毎の実価額を算定する方法に改めた。家屋については.等級制による比較評価を廃し.再建築

費に,償却率および地域差補正率を乗じて.時価を算定する方法に改めた。

久万町が行なった家屋の新評価は,全国的にも優秀で.その評価内容は.全国で4市. 2ケ

町村に選ばれ.曙和4 2年発行の単行本. 「標準家屋評価実例集」 (自治省編集.地方財務協

会発行)に登載されて,市町村家屋評価の指導書となったのである。

このようにして.設定さねた薪評価額は.そのまゝ課税操準額として.使用する予定であっ

たが.固定資産評価制度調査会の答申にもあり.また.政策的にも板端な税の変動は,好まし

くないので,次のように修正したのであるo

当初自治省としては.評価額は,新評価を使い.税額の調整を税率で行なう方針であった。

ところが.新旧評価額の羞.および資産間の差が大きいため,税率での調整が.むつかしく,

遂に,農地は,・58年度評価額を課税標準額にし.その1.2倍した額を新評価額とすることに

決定した。宅地・山林・原野については. 5 8年度評価額と新評価額を比較して,新評価額が.

る8年度評価額の5倍未満の場合は, 1. 1 , 5倍以上8倍未満は, 1.2. 8倍以上は. 1.5の

率を. 5 8年度評価額を基本として,順次毎年度乗じた額をその年度の課税評準額とし新評価

額に遵するまで上昇させることにした。

家屋については.新評価額と旧評価額の町内会家屋合計で比較して.薪評価額に対すろ旧評

価額の割合を算出, ( 0.55 1 ) ,この率を各棟の新評価額に乗じ町内家屋の均衡をとるとと

もに.この額を課税評準額とした。

以上で.宅地・山林原野・家屋は.一応評価蕾の主旨が,生かされたのである。しかし.農

地については.現在のところ全く無視された状態で,税制の面からは.農地の新評価額が, 1

日も早く日の目を見るよう,期待するものである。

以下, 5年間の事業を第1 9表にまとめた。
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第1 9表 固定資産評価替.年度別表

年度 項 目 内 容 

七 

事務機構の整備 税務課内に固定資産評価室を設置.専従職昂を配置する。 

土地一覧表・図輌7)調整 松山地方法務局にて.字限図及び謹言己簿を千言蜜蜂 

土地評価協力委員選任 各組1名.組員の互選により協力委員選任,総数127名 

土地の状況類似地区区 田は,砲勢・土性・水利.畑は.地勢・土性,山林は,地勢・土 

年 度 

分 層・林産物搬出の便.宅地は.道路一公共施設等の接近・家屋の疎 

密度・宅飽利用上の優の共通している土地を1グループとして.町 

内の土地仝聾を区分する。 

標準地の選定 状況類似地区毎に.標準地年輩を選定うろこ 

土地売買実例の調査 過去1ヶ年の地目別売買実例やこよる土地価額の調査 

地目の認定 評価時現在の利用地目の現況を一筆毎に調査確認 

土 地 評 価 評価は,-筆毎に.経済・自然・災害の各条件を勘案して,点数を 

つける(評点数付設)方法をとった。 

ます,さきに選定した標準地の正常価額を基礎に評点数を算定,こ 

八 年 度 

れに状況類似地区内の金華を比準評価して謡患殻を射殺した。 

:評価額は.県の固定資産評価審議会が指示じた1点単価,を.各等の 

評点数に乗じて算出し,全町内の価額の均衡調整を行なった。 

償却資産評価 償却資産評価基準により.定率法で評価を行なう。 

家屋比準評価 家屋7滴類・親際・横宣・経轄数別に類似家屋を区分・その中から,標 

(仮評価) 準家屋を選出,標準家屋に新家屋評価基準を適用して再建築価額を 

算出.これに仝家屋を比準評価した。 

ー 新評価による課税 土地.および償却資産は,新評価による課税標準額で.家屋は.仮 

九 年 度 

評価による額にる9年度より課税した。 

家屋本評価開始 4月より評価補助員2名.係職員2名が2班を編成し町内全家庭に 

ついて.新評価基準(評点制)による評価蕾を始める。 

四 〇 

家屋本評価完了 る月(開始以来1隼2ヶ月)仝家屋75○○棟の評価を終り.新評 

年 度 四 年 度 

価額が決定した。 

家屋の新評価に〔る課税 41年度より家屋も新評価による課税標準額で課税し.こゝに.5 

整 理 事 務 年にれたる固定資産評価蕾の全事業完了した。 

(4)国有資産等所在市町村交付金及び納付金

交付金は,国又は県が,納付金は.日本専売公社・日本国有鉄道・日本電信電話公社(以下

5公社という。 )か.それぞれ久万町内で所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)の
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価額に応じて町へ納める金で.合併以来の額は別表等2 5表のとおりである。

5 7年度からの増加は,電々公社の無線中継所等設備の拡大によるものが主で,他に国有林

野の価額増などがある。

(励 軽 自動車競

る2年度まで,自転車荷車税の税目で.普通の自動車(2〇〇円) ,牛馬車( 8〇〇円)大事

(4〇〇円).リヤカー(2〇〇円)にも課税されていたが.翌55年度の改正で.普通の自

転車と荷車類が無税になり,これまで県税対象であった軽自動車が.町税になり原動機付自転

車と合せて.軽自動車税の税目ができた。

5 4年以降の台数および税率は,第20表のとおりで,過去1 〇年間に台数は約5倍.税金

は約4.5倍になった。

別表第4

第2口図 軽自動車(課税分)の台数等調

種別
年度 

55 る4 る5 る6 57 58 る9 40 41 42 45 

原 第 1 種 (500) 
20 54 59 114 150 146 1る5 108 95 

(500) 

動 機 付 目 

(0.05ノe以下) 29 
97 

第2種の乙 触掬え 

(800) 

27 
26 25 25 27 67 142 202 301 る78 (盤 

転 車 観誓こ貫 
(1000) 

85 
102 160 245 525 る71 58` 427 585 る76 

(1豊富8) 

自 動 廣 塞 特 殊 自 動’ 車 

輪 車 
(1500) 114 

128 141 165 184 179 176 17る 166 164 (1盤 

輪 車 (1500) 

6 

(1500) 

9 (2000) 16 

24 25 22 17 11 6 (20〇号) 

四輪車 

乗 用 (1500) (5000) (50○○) (る000) (5000) (5000) (4500) (4500) (4500) 

1 9 15 17 18 22 29 47 
68 

貨物用 (250り 

5 

25 52 49 62 102 117 (2盤) 

農 耕 用 
(1000) 125 

151 161 155 (1鵠) 

二輪の小型自動車 (2500) 

21 
16 15 17 18 15 15 5 ・5 2 

(2508) 

合 計 274 298 585 5る7 750 85` 1075 1194 1268 1558 1454 

注1 この台数は,各年の4月1日現在である。

2 ( )内数字は税率で.単位は円。税率の空欄は. 45年度と同額。
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(∂ たばこ消費税.電気ガス税

たばこ消費税は.専売公社が,●町内のたばこの売上額に応じて町へ納め.電気ガス税は,四

国電力株式会社が.町内の筒気使用者から.電気料金に応じて徴収し.まとめて町へ納める説

金である。合併以来の税額は.●第2る表のとおりで. 1口年間に,たばこ消費税が,約ろ.2倍

になったのに対し,電気ガス税は.約1.5倍の,・伸びに止まっている。

これは:電力需要の増加にまかせて課税した場合,国民経済に与える影響を考慮して電気ガ

ス税の税率を引下げ.その補てんをたばこ消費税にもとめた結果である。
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税 率 の 対 比

年度 税目 

54年度現在 5 7年度 5 8年度 4 0年度 42年度以降 

たばこ消費税 1〇〇分の11 1〇〇分の12 1〇〇分の15.4 1〇〇分の15 10〇分の18.1 

電気ガス税 1口0分の10 1〇〇分の9 100分の8 10〇分の7 1〇〇分の7 

(刀 木材引取税

木材の伐採搬出による道路・橋梁等の掲揚および林野行政費などの事情から創設されている

税である。そこで合併以来の賦課徴収額は,第2 5表のとおりである。課税対象は.山元にお

ける素材の価額で.税率は1 〇〇分のろとなっている。

これは.木材価額と伐採量の変動により税額が左右されるため,財源としては不安定な親日

である。

(8)国民健康保険撹

久万町で,ただ1つの目的税である本税は.,篇2 1表のとおり.税率・調定額とも年々上昇

し,合併後もっとものび率の高い税金となった。その間,医療費の患者負担を全員5割から,

58年1 〇月,世帯主を弓削にし, 4〇年1月からは.全員を5割負担に引下げ,被保険者の

負担軽減に努力してきた。

現在各種の健康保険があるが.医療費の負担割合と掛金(税金)の一番安いのは,国民健康

保険である。しかし,医療費の増加は激しく, 42年度は,合併時の5.2倍になり。目的税の

性格上.税金もこれに近い引上げを余儀なくされたのである。
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別表第5

第 21表国民健康保険税の推移

民
課税総額の構成割合 税 率 賦課

所得苦手j 資産動l均等害IJ 平等割 所得割資産智j被保険者世帯別 限 度 争l 調定額

|日久万% 
ー一一一一 一一一直笠割平等割

% % 
2兜0 

% 妬 円 円 円 千円

25 
25 30 51.37 13.85 1 17 370 30，000 2，066 

年度
旧川瀬3 3 

1 5 35 35 1 5 53.49 21. 11 140 327 30.000 1，588 

聞と弾
25 35 1 5 1.61 27.50 186 420 30，000 1，407 25 

3 4 25 25 35 15 1.86 21.55 214 443 30，000 ス311 

3 5 25 25 35 1 5 1.77 24.87 247 512 30，000 8，317 

3 6 25 25 35 15 1.51 2ス71 290 576 30，000 9.246 

3 7 31 23 31 15 1.5 27 290 600 40，000 9.7 91 

3 8 34 21 31 14 1.5 25 300 600 40，000 9，372 

39 46 16 27 1 1 2.0 25 350 600 40，000 1 2，1 7 7 

4 0 47 1 3 29 1 1 2.3 25 500 800 40，000 15.4 86 

4 1 50 1 2 27 1 1 2.3 25 500 800 50，000 15，084 

， 

4 2 46 1 2 3D 1 2 2.5 3D 750 1，200 50，000 20，924 

4 3 46 1 3 29 12 2.5 30 900 1，500 50，000 22.7 5 5 

注 (1) 4 3年度は 4月1日現在 .42年度以前はすべて年度末の数字である。

(2) 医療費総額の 37年度か 36年度より 少ないのは.38年 1月の大雪で交通が社絶
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税 額 医療費 左の司ち本人

収入額 未収額 収入率
平均 1世帯当 平均被保険

総 額 負担額
賦課額 者1人当りの額

千円 千円 qも 円 円 千円 千円
l，tl64 202 90.2 1，6 tl2 377 

1，329 259 tl3.7 2.167 391 5.794 2.7 5 3 

1.3tl6 21 98.5 2，760 524 4，562 1.tl 1 5 

6，394 917 tlZ 5 2，937 600 2ス747 13.01 2 

ス3tltl 929 tl8β 3.336 695 332 tl9 15.463 

8.5 tl9 657 92.9 3.724 tl05 39，302 18.tl46 

9，24tl 543 94.5 4，044 900 37.416 1スtl74

ヲ'，002 370 96.1 3.913 tl94 44，74 tl 20，023 I 

11，563 614 ヲ5.0 5，20tl 1，234 51.7 4 9 19，706 

1 4，91 6 570 96.3 6.63tl 1，616 64，tl54 19，291 

14，563 521 . 96.5 6，4 57 1.617 78β08 23.5 26 

20.25tl 666 96.tl 矢口 19 2.323 tl8.5 1 4 26，102 

10.051 2.635 

したためである。
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(男 納 税 組 合

納説思想の普及と納税成績の向上をはかる目的で,る4年6月に制定された納税奨励条例に

ょり.旧町村にあった納税組織をそのまゝ吸収するとともに.新しい組合(主に職域)も結

成して発足した。 5 4年以来の組合数および納税成績は第2 2表のとおりで,年毎に向上し,

過去1 〇年間に完納組合数が2.5倍となり,納税奨励金の交付額は. 2倍になった。

42年度の実績によると.総組合数1 29.内完納は95で9割納付は1 6.8割納付は97

割納付は4である。その他は5組合となっており.仝組合の完納を期待するものである。

合併以来の納税功労(受賞)署名簿

54年度 本町 佐伯清文.仰菌 北岡稲吉.落合 植田 要.直瀬沖 石丸 刷

る5年度 住中 篠浦キクエ,宮成 久保 緻,乗組 平岡清繁.きる,37年度なし

る8年度 さが山 松之本為失

う9年度 福井下 川田林七,

4 0年度 野地 八木悦雄

41年度 槻ノ沢 大堀 静

42年度 大西 膏 薬隆

別表第6

第22衰 納税組合関係網

1 納税奨励金算定の基礎

年 度 期 別 

普 通 納 付 
月 割 納 付 

備考 成 績 割 

税額割 (期限内納付税額の) 完 納 90場 80% 70% 成 績 割 税額割 

る4年6月 上半期 管用 
各期門 各期円 謡“" 

5% 
普通納付の 

5% 

! 

条例制定時 下半期 
45 4口 ー 

各8割以内 

55年9月 改正 上半期 下半期 

1○○ 80 60 4ロ 5 〃 2 

る8年9月 改正 期;廃止) 1ヶ年 

2○○ 1る口 120 80 5 廃 止 廃 止 

2 納税奨励金交付額等調

慶 ヌ 

∠醇 55 56 57 58 59 40 41 42 45 備 考 

納 税 奨 励 金 

成績割 1諜 5幕 5認 4甜 4調 4問 4認 励 4鞠 千円 l 

税額割 772 568 655 746 795 850 1,029 1,068 1,る94 

計 925 891 1,055 1.189 1,2る5 1,259 1,461 1,512 1,850 

覿 
総 数 1野 128 129 129 129 129 129 129 129 てる口 

馨 完納数 59 48 62 81 95 85 95 95 95 
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篤2図 三税(町民・固定・、保険)の比較
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別表第7

篤25衰 町税賦課徴収実績調(現年度分)

税目l 年度l 

個 人 町 民 税 法 人 町 民 税 固 定 

調 定 額 収 入 額 収入率 調定額 収入額 収入率 調 定 額 

5 4 5.口04 4.780 95.5 1,676 1.545 80.る 11,175 

5 5 7426 6,4・るる 86.7 1,711 il,6.97 992 11,264 

る 6 7407 7124 96.2 1,758 1,与る6 90.1 11,296 

5 7 9512 9058 971 2.552 2.る45 91.9 11,582 

5 8 9418 9525 99ロ 2.807 2,526 90.0 11,872 

る 9 9758 9489 972 2.750 2.567 9る.5 12.785

● 

4 0 10,472 10,21〇・ 975 5.65口 る.515 96.8 てる.599 

41 12.882 12,0る9 9う.5 5,096 2.882 9う.1 12.944 

4 2 15.945 1る.751 98.6 5.072 2,986 972 15,11る 

4 5 14.094 16,うら・0 

年度税目 

た ば こ 消 費 税 電 気 ガ ス 税 木 材 

調 定 額 収 入 額 収入率 調定額 収入額 収入率 調 定.額 

る 4 る.284 5.284 100 2.199 2.199 1○ ○ 2・;る45 

る 5 る.542 る.542 1口ロ 2.575 2.575 100 5.107 

う ら 5.791 る.791 10ロ 2.756 2,7るる 1○ ○ 5.2て る 

5 7 5,口59 5,059 10口. 2.542 2,542 10口 2,口92 

る 8 6.1ロ5 `,105 1口0 2,760 2.760 100 る.606 

る 9 7252 7252 1○○ 2.775 2.775 10ロ 4,る44 

4 0 7542 7542 1○○ る.012 る.ロ12 100 5.417 

41 7851 7851 1○○ る.244 5,244 10ロ 5.575 

42. 45 

10,5ロ2 10,5ロ2 1○○ る,167 5,167 †00 5.989 

注 4 2年度までの数字は決算額, 4る年度は年度当初の額である○
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単位 千円

資 産 税 納付金及び交付金 ‾「 軽自 動 重 税 

収 入 額 収入率 調 定 額 収 入 額 収入率 調 定 額 収 入 額 収入率 

10.059 899 519 519 10 0 415 359 86.5 

10,298 91.4 574 574 10 0 519 471 90.8 

10,650 94.1 610 610 1○ ○ 751 667 88.8 

11,ロ2る 95.2 1,592 1,592 1○○ 950 864 90.9 

11,490 96.8 1,581 1.581 1○ ○ 1,115 1,020 91.5 

12.182 95.5 1,746 1.746 1○○ 1,225 1,155 94.5 

12.869 9`.匂 1.829 1,829 1○○ 1,495 1,402 9う.9 

12,676 979 1,985 1,985 1○○ 1,542 1,511 98.0 

14,881 98.5 

1,974 2.151 

1.974 10 0 

1,792 1,876 

1,る92 94.4 

引 取 税 国 民 健 康 保 険 税 合 計 

収 入 額 収入率 調 定 額 収 入 額 収入率 調 定 額 収 入 額 収入率 

1,454 54.5 7511 6,594 875 54,224 50,555 88.7 

2.454 78.5 8,517 7588 88.8 る8,6る5 55,015 90.6 

2.785 86.7 924る 8,589 92.9 40,788 58,498 94.4 

1,口25 490 9791 9248 94.5 45,252 42.516 94.口 

2,642 7う.5 9る72 9○○2 96.1 48,6うら 4d.449 95.5 

る.ロ51 698 12.177 11,56る 95.0 54,810 51,758 94.4 

2.2口4 64.5 15.48` 14,916 96.5 60.280 57499 95.4 

4.299 80.ロ 15,口84 14,565 96.5 64,○○5 61,05口 95.4 

る.722 

9う.5 I 
20,924 22,755 

20,258 96.8 74.478 72,955 979 
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5 行政機構

(11 合併当時の行政機構

合併当時は.助役の 2入信11を採用すると共i'C.旧町片す職員全員を吸収して町長の事務部局要

員 62名.談会事務局 1名，農業委員会 3名.教育委員会 33名.町立棋院(診療所を含む)

5 0名合計 149名の限員を擁するi'C35った。事務分掌tてついても，謀及び係を置いて新田T建

設計画を強力i'CJ1I:し進める一方，合併tて伴『住民感情の是正.建設計画の促進，住民福祉の向

上K重点、を置いて，その態勢造りに全力を傾注した。

第 5図合併 当 時 め 事 務 機 構

町

長

収 助 助

入

役 役 役

ム
会 建 経 厚 税 総 支

計 設 済 生 務 務 所

j呆 該! 課 課 謀 雪~守ζ 長

人 「汁 「十1 ム~ z，ιh 、 建士 商農 民待i国 戸

工ー
有籍政務築木 統村 生 生 保 収諜 籍

計 林

係 イ系係 係係 イ系係係 係係 係係係係 係
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その後退職者に対する優遇措置を講じ・高合着の退職を促準する一方,合併第2年目において

事務改善に着手し.住民の立場に立ち,しかも専門分業化を喜毒した事務の統廃合が必要である

との結論に達し.事務の合理化と住民へのサービス機関としての使命を果し得るよう改善を行な

った。

特に助役の分課制を廃し技術.事務の部門に区分し総合的にその権限が行使出来るように措置

したo

(a 事務機構改善と現在の行政機種

(a)窓口事務の一本化

町民課を設置し,戸籍,住民登録.藷証明.主食の配給事務等,住民に直接関係のある各課

事務を統合し,住民に対するサービスの向上を図ると共に.住民基本台帳を統-しカード化

した。又町民相談室を設け住民相談,応接,陳情苦情処理については町民相談室で受けつけ

常に町民の声がそのまゝ記録されて円滑な事務処理が行なわれるよう配慮し町民に対する奉

仕機関とした。

(動 文書の集中管理及び事務の合理化

文書の収受,発送,浄書事務を集中し.判断を要しない書記的寧務については.タイプラ

イター.複写機.輪転機,電動計算機.加算機等を積極的に採用し事務の合理化及び能率化

を図る。

(c)税務事務の合理化

国民健康保険税の賦課徴収事務を統合して税の-本化を図ると共に.カナタイプと加算機

連動による令書発行.徴収簿のカード化と各税目毎に集中し個人毎に恒久的なものに改める

など,事務の簡素化と徴収成績の向上に努める。

但)現在の行政機構

現在の行政機樹ま,町長の執行機関としての機能が十分発揮できるよう.篤2次.第3次

と事務改善(水道町有林課の設置.経済建設課の統合分離.助役の一人制等)が行なわれ.昭

矛的2年5月現在の機構となった。

-47-



構政機行(7) 在現第 4関

土

木

建

築

窓

口籍

戸

係

会

計

係 係

災

害

係

建
築
、

社

会

福

祉

、

国
保
、

土
木
、

そ

の

他

工

事

関

係

財

産

管

理
民
生
、

保
健
、

衛
生
、

水

道

事

務

全

般

係

諸
証
明
、

戸
籍
、

各

種

届

出

、

住

民

登

録

物

日

間

金

銭

の

保

管

出

納 (
技
術
面
)

国

民

年

金

病
院
、

応
援
、

診

療

所

-48-

相

談



企

函

国

土

調

査

係

総

務

文

書

田T

有

林

税

務

農

林

商

工

観

光

係

農

業

共

済

係 係

各

種

事

業

め

企

ー画

立

案

連
絡
、

係

庶
務
、

財
政
、

係

文
書
全
般
、

係

町

有

林

全

般

係

町

税

国

民

健

康

保

険

税

、

住

宅

料

係

農
林
、
・
水
産
、

商
工
、
観
光
、

消
防
、

統
計
、

人
事
、

選
挙
、

電

話

土

地

改

良

ハ.
-'-' 

障l

農

業

共

済

事

業

全

般

調

整

給
与
、

交

通

-4ヲー



る 消 防

(1)久万町消防団の発足

久万町の合併により,旧町村消防団(久万町205名・川瀬村てる7名・父二峰村1 22名)

を解団し.これに美川村の一部横谷地区を合併し薪久万町消防団1・団とし4分団編成.定員

48口名を定める。消防機材. (三輪ポンプ1台,手引動力ポンプ1台.可搬動力ポンプ27

台)を配置し団の組織編成を行なう。 4月5日に仮結団式.さらに団員の被服装備を備え. 7

月1 2日正式に結団式を挙行し,名実共に充実した久万町消防団が発足した。

(a〉 合併当初における消防機構及び装備

第24表 消防機構及び幹部名簿( S54.4.る日結団当初)

本部団長

佐 伯 清 文

本部副団長

高 岡 晋 作

梶 木 寛次郎

竹 内 友 長

聞
割
田

隆

重政

田

野

和

矢

長
長

鯛
団
舗

1

分
割

篤

野

内之

河

山

長

長

胴
団
鯛

2

分
割

篤

修

正 昭

「
上
し

値

之定

田

我

棟
曾

長

長

鋼
団
飼

う

分

割

篤

「
」
」

秋

応

信

熊

岡

岡

片

日

長

長

胴
団
鏑

4

分

割

篤

50

岡山長都
で
i第 勇

信政丸新長都2籠

篇1部長 村 北 好 高

第2部長 橋 本 利 一

第る部長 秋 本 忠 則

篤1部長 級 川 盛 利

第2部長 奈良原 伸

篤5部長 石 崎 源 蔵

驚4部長 辛 口 粂

敏口署長部
〇
〇
〇
.萬

雄

男

義忠岡西長都2篤



第25表 装 備 状 況 (S54.4.1)

種 
手 小 

計 輪 ポ 

引 型 

所 別 
動 力 動 力 

属 

ン’ プ 

ポ ポ 

別 
ン′ プ ン′ プ 

第 1 分 団 

1 1 1 1 

7 7 

第 2 分 団 5 6 

篤∴5 分 団 7 8 

篤 4 分 団 8 8 

計 27 29台 

第26衰 消 防 水 利 (Sる4.4.1)

合 計 

消 火 栓 
貯 水 そ う 

小 計 公 設′ 私 設 

小 公 私 4口が 20〃i′ 40m鯵 20n〆 40肱 20m3 

計 設 設 以 上 ̃ 40mS 以 上 ′ヽ葛ノ 4ロ〃グ 以 上 ̃ 40〃〆 

50 1口 8 2 8 52 8 18 ロ 14 

○自動車ポンプ購入, 57年12月12日

0配置場所 第2分団第1部

購 入 金 額 1,7ロ770〇円

0可搬動力ポンプ購入については年次計画により更新を進めている。

篤27表 定 員 (Sる4.4.1)

所属
級別 団 長 副団長 分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員 計 

本

部 箱1分団 

1 ll 

5 る 

1 鴨 5 15 1○○ 4 12口 

篤 2 分団 1 1 5 てる 79 97 

篤 5 分団 1 1 4 19 112 1手7 

第 4 分団 1 1 2 8 11口 122 

計 4 4 12 55 401 48口 
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(鋤 機 構 改 革

a 消防団再編成

昭和4 〇年4月1日再編成を実施

この再編成問題については.る9年4月頃より消防団幹部.消防委員より重大な問題とし

て取り上げられ,消防団再編成先進町村の研修視察など約1か年の閏.慎重審議し4 〇年4

月に再編成綬棒改革が行なおれた。

再編成を行なった理由として次のような事項があげられよう。

① 農村人口の流出にともない地域によっては.団員の確保が出来にくくなり,分団単位の

人員の均衡がとれなくなったこと。

② 懸案であった自動車ポンプが購入されたことにより.配置上の問題について基本的に検

討する必要ができたこと。

③ 適洛網が整備されたこ、と。

④ 小型動力ポンプが充奏したこと。

第2 8表 機構改革による久万町消防団編成衰 ( S40.4.1現在)

分 団 部 
ポンプ 台数 

団 数 
.鞄 区 名 戸 数 

部長 班長 団員 計 

篤1分団 第1部 2 1 5 ?7 3十 ∴東 ∴明 神 299。 

分団長1 籠2部 2 1 る 27 51 西明神▲入野 258 

副 う 篤5部 
5 

∴十 ろ
● 

26 50 
住安,本町.古町.辻.北村 

557 
2 横沢。高野 

篇2分団 第1部 
1 

1 ∴4: 之5 5ロ 
橙町,福井町,曙町,緑ヶ丘 

459 
自動車1 中ノ上,中ノ下書中通.東国 

分団長1 第2部 5 1 
之 

“26! 50 
大谷.上の-.二.中,下. 

289 J 

日切.宮ノ前.馬酔谷 

副 1 第5部 2 1 2 18 21 中野村,横の谷 61 

簿る分団 分団長1 到1 

第1部 5・ 1 る’ ′至8 52 下畑野川’ 269 

篤2部 2 1 2 ..2る ..2る 上直瀬 285 

籠5部 2 1 2 高さ i2’-う 下種瀬- .89 

篤4部 2 1 2 
’華・ .・里も 上畑野川 167 

籠4分団 籠1部 4 1 る 58 42 二 名 226 

籠2部 4 1 4 うら 41 父野川.霧降 282 

合 計 
50 自動車1 

12 ●54 515 うら9 5.ロ21 
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b 現在の消防機構及び装備

① 消防機構及び幹部名簿

( 4る.4.5〇日現在)

第1分団

41才 2なる年

分団長 大 野 義 範

〆・
41才19る年

’副分団長 石 丸 正 春

(左 年令)
・牢

(.右 勤務年数年)

57才14.5年

篤1部長 菅

る4才182年

箱2部〃 上 岡 唯 一

籠勘謹1`’〇㌔〃〃

本 部

団 長

42才 20.1〇年

河 野 修

副団長

44才16.6年

土 居 軍 律

第2分団

46才15.9年

分団長 菅 留 八

41才 22.る牢

副分団長 大 崎・ 武

篤5分団

45才

分団兵 曹

44才

副分団長 大 野

揮∩
〕

「
○
○
刊

篤4分団
る9才171年

分団長 西 岡 忠 義

58才195年

副分団長 久 保 義 秋
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第1部長 栗 原 正 昭

る雪才 卵年
篤2部〃 大 野I/、之

篤5部〃

照
晴
間
晴
間
凹

之
J

届
晴
凹

〃
V

〃

2

・
「
」

-
撃
・

才
合
24
河

才∩〕5
岡長都

賀
川
山

才
野

プ
〇4

大
.

〃部2

け

〃

る

油
田

件
広

8
徳

〃

〃一
題
晴
哩

年
利

0
・
4
里

44才 8う年

石 崎.勝太郎

4る才18.7年

八 塚 利 明

40才 22.1年

第1部長 池 田 義 信

59才185年

第2割け 城 本 稿 重

2

2

「
-
1
」
-
!
・
[



② 所属別消防ポンプ台数

種 

自, 可 

計 

動 搬 

所 

車 ポ 

動 

層
別 

力 ポ 

別 
ン 

ン’ 

プ プ 

篤 1 分 団 

1 1 

7 7 

第 2 分 団 ` 7 

第∴5 分 団 9 

9 51 

篤 4 分 団 8 

計 る口 

⑥ 消 防 水 利

合 計 

消 火 栓 

l 

貯 水 そ ∴う 

小 計 公 設 私 設 

小 公 私 I 40肪 20m3 40mS! 2ロm5 40nt 2〇㍍ 

計 設 設 以’上 

̃ 

以 上 

̃ 

以 上 

′"ヽ"′ 

4〇㍍ -40タか一 4口nt 

918 66 62 4 11 41 ’11 .27 ・0 14 

④ 階級別団員数 4う. 4. 1現在定員

団 長 副団長 l分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員 計 

本

部 第1分団 

1 1 1 1 

1 1 5 9 80 2 94 

篤 2 分団 1 1 5 9 69 85 

第 5 分団 1 1 4 9 91 106 

第 4 分団 1 1 2 8 74 86 

計 4 4 12 55 514 571 

⑨ 団員在職年数

勤務年数 5年未満 5-10 
10′-15 l 

15-20 2ロ-25 計 

団 員 数 89 てる5 94 42 11 

!571 

⑥ 年令別団員数

年 令 18へ20 21-25 2る-50 51-55 56・-40 41-45 46一-50 51-55 計 

員 数 4 52 96 155 67 28 7 2 571 
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第 29表 火災及災害発生状況一覧表

ロμ
一
口
同
一

月

一

一
一
白
川
一

生
一
，
一

発
一
三
一

-
年
一

3 4 

3 5 

8 I 1 2 

3 I 6 

4 I 9 

5 I 3 1 

6 I 1 1 

36 4 

4 

3 7 

7 I 3 1 

1 1 I 9 

1 2 I 1 5 

1 I 3 

3 I 1 4 

5 I 22 

種 状 況別

台風6号家屋浸水 川瀬地区，久万地区団員出動警備

入野 重藤市次郎所有山林火災 .婦人全身大傷

東明神木上笠松城跡、の山林火災

上野尻中組山林火災

下畑野川 石田忠夫氏家康火災全焼

1 I父の川!芋坂地区山林火災

7 I 菊ケ森山林火災

直瀬加藤明雄氏家毘火災 2棟全焼

下野尻

住安町 4棟全焼

積雪のための被害野尻家畜保健所.西明神 田中氏宅倒壊

槻の木町有林火災

露峰~ I地町有林火災

1 1 I 1 I 東明神皿木山火災

小田町官有本棚ク城山林火災

38 

4
4
0
'
7
'
 

円

ノ

』

円

4

4

1

-8

9

5

5

 

円

u
nu『

積雪のため 上野尻住宅7様大破

伊予鉄パス車庫積雪のため倒竣

入野丸野産業火災

二名富重谷脇武満氏家屋火災，子供5人焼死

台風ヲ号 7k防本部設置警備K当る

西明神 清水建設事務所火災

伊予銀行社宅風E場より出火(ぼや)

瀬戸山田氏宅出火

台風20号 直瀬崩境のため人家損壊 .1名重傷(死亡〉

下直瀬山林火災

三坂清水建設飯場全焼

6 I 1 3 1曙町.上浮穴統合伝染病棟全焼

7 129 I入 野日 野秦 (隠 居) 全焼

!東明神高山山林火災

ヲ 115 I台風24号水防本部設置

1 2 126 1宮の前家庭火災(ぼや)

-ー
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発 生 月 日

種 別 状 況

入野作業場火災

下畑之用 今井氏宅火災全焼

入野 垂簾氏宅火災

下畑之川山林火災

露峰中村山林火災

下野尻 西野氏宅全焼

台風7号 水防本部設置

上畑之用山林火災

4 県消防操法競技地区大会 (可搬の部)

年度 優 勝 位 位 

S54年度 
第1回 

面河村消防団第2分団 小田町消防団田渡分団 柳谷村消防団第4分団 久万中於 

S55年度 
第2回 

小田町消防団参川分団 小田町消防団小田分団 面河村消防団第5分団 小田中〃 

Sうら年度 
第る回 

小田町消防団小田分団 美川耐消防団篤5分団 柳谷村消防団萬1分団 面河中〃 

S38年度 
籠4回 

久万町消防団篭る分団 柳谷村消防団第5分団 柳谷村消防団第1分団 仕七川小〃 

Sる9年度 
篤5回 

柳谷村消防団篤5分団 小田町消防団参川分団 小田町消防団田渡分団 柳谷中〃 

S4〇年度 
第6回 

柳谷村消防団篤5分団 柳谷村消防団第2分団 小田町消防団小田分団 久万町笛ケ滝 

S41年度 
第7回 

久万町消防団篤2分団 小田町消防団参川分団 小田町消防園田度分団 (県大会にてる位) 
〃 

S42年度 
箱8回 

小田町消防団小田分団 柳谷村消防団第5分団 小田町消院団参川分団 や 

S45年度 
第9回 

小田町消防団本部分団 小田町消防団参川分団 美川村消防団篤2分団 ぐ 

日本消防協会長表彰 昭和58年2月2 1日

団旗竿頭紋(規律厳正)

三輪自動車ポンプ愛媛消防操法競技大会優勝

第2分団篤1部 昭和る9年9月20日
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